
舞
曲
巻
重
臣
號

大
正
十

回
隼
四
月
魑
日
登
行

　
Q
巡
巷
第
二
十
山
ハ
號
）

闘

古
代
支
那
の
鐵
器
に
就
い
て

（
上
）文

學
博
士
松
本
文
三
郎

岡

　
古
代
支
那
に
於
て
何
時
頃
か
ら
鐵
が
使
用
せ
ら
る
、
に

至
っ
た
か
は
頗
る
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
之
を
解
決

す
る
こ
ざ
は
必
ら
ず
し
も
容
易
で
な
い
。
近
時
支
那
の
各

地
か
ら
出
土
す
る
銅
器
や
土
器
の
類
は
枚
翠
す
る
に
蓬
あ

　
　
　
第
七
谷
　
　
研
　
究
　
　
古
代
支
那
の
鐵
番
に
就
い
て
（
上
）

ら
ざ
る
の
で
あ
る
が
、
鐵
器
に
至
っ
て
は
何
れ
も
比
較
的

近
代
の
も
の
で
、
漢
以
前
の
は
殆
ん
ご
獲
見
せ
ら
れ
な
い
。

元
汚
点
鐵
は
湿
蝋
氣
に
揮
旭
へ
ば
直
ち
に
酸
化
す
・
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
数
百
千
年
の
問
地
中
に
埋
没
し
て
は
、
何
時
し
か

其
形
を
飛
す
る
の
は
轟
然
で
あ
る
。
で
現
時
串
土
の
鐵
器

が
な
い
か
ら
こ
い
っ
て
、
古
論
必
ら
す
鐵
器
が
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
　
一
　
（
一
七
三
）



　
　
　
第
七
巻
　
　
研
　
究
　
　
古
代
支
那
の
鐵
擬
に
就
い
て
（
上
）

ご
は
断
言
毘
愚
な
い
。
又
文
獄
の
上
に
は
、
古
代
人
は
多

く
漠
然
ご
金
の
字
を
用
ゐ
、
之
に
よ
っ
て
同
様
に
諸
種
の

金
壷
を
顯
は
し
て
居
た
Q
で
説
文
に
は
「
金
、
五
色
金
也
」

ご
あ
る
、
恒
温
に
も
「
亀
有
五
色
極
重
之
金
也
、
白
金
青
金

鶏
金
黒
金
合
黄
金
二
五
暮
し
ご
い
ふ
。
邸
ち
軍
に
金
ご
繕
す

る
も
の
は
、
其
果
し
て
何
れ
の
金
麗
で
あ
る
か
少
し
も
明

了
で
な
い
。
の
み
な
ら
す
鐵
は
本
ピ
黒
金
の
名
で
あ
る
が

時
ご
し
て
は
黄
鐡
ε
い
ふ
や
う
な
不
思
議
な
語
す
・
ら
も
用

み
て
居
る
。
爾
書
呂
刑
の
「
墨
辟
難
民
其
罪
年
鑑
」
の
下
、

鄭
註
に
は
「
慨
販
黄
鐵
也
」
こ
め
り
、
又
疏
に
は
「
此
等
訟
輿
鐵

者
、
慰
者
金
銀
銅
鐵
惣
樗
蚕
金
、
今
別
之
以
爲
四
捨
、
此
傳

雲
叢
鐵
、
舜
典
傳
言
黄
金
、
皆
帯
心
之
鋼
也
、
買
入
賊
罪

悉
皆
用
銅
、
而
傳
或
聡
黄
金
、
豆
飯
黄
連
、
謂
鋼
爲
金
駕
鐵

厚
し
ざ
も
い
、
ふ
。
斯
く
語
の
用
法
極
め
て
曖
隊
で
あ
っ
て
、

特
に
各
種
…
の
金
属
を
匿
別
し
て
用
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必

要
の
あ
る
場
合
の
外
は
、
鐡
も
銅
も
將
た
其
他
の
金
麟
も

総
べ
て
一
様
に
金
ご
欝
す
る
の
が
普
池
で
あ
る
か
ら
、
古

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
　
二
　
（
一
七
四
）

典
に
於
て
鐵
の
字
の
顯
は
る
る
、
場
合
は
極
め
て
稀
で
あ

る
こ
い
っ
て
潔
い
。
斯
か
る
理
由
に
よ
っ
て
豊
野
上
か
ら

も
古
代
支
那
に
於
け
る
鐵
器
使
用
の
起
源
を
定
む
る
こ
ご

は
甚
だ
し
く
不
便
を
威
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
併
し
な
が
ら
概
し
て
之
を
い
へ
ば
秦
漢
以
後
鐵
器
の
鋳

造
も
次
第
に
多
く
な
り
、
証
會
に
於
け
る
鐵
の
需
要
の
盆

壇
蓋
し
來
つ
た
こ
ご
は
秩
毫
の
疑
を
容
れ
な
い
所
で
あ
る

是
れ
は
世
入
の
既
に
熟
知
す
る
事
實
で
あ
り
。
此
に
之
を

細
論
す
る
要
を
認
め
ぬ
が
、
唾
論
述
の
順
序
こ
し
て
極
め

て
簡
畢
に
＝
言
し
て
滑
か
う
。

　
先
づ
漢
代
の
初
に
於
て
は
、
屡
々
大
兵
を
動
か
し
て
北

方
町
奴
の
討
伐
を
行
っ
た
が
嘗
め
、
國
費
を
要
す
る
こ
ご

多
く
、
府
庫
並
び
に
豪
く
、
賦
税
既
に
蜴
き
、
戦
士
に
奉

ず
る
に
も
足
ら
な
か
っ
た
。
（
史
記
季
準
書
、
漢
書
食
貨
志
）

で
或
は
欝
を
壷
り
、
禁
鋼
を
賦
ひ
、
減
罪
を
免
せ
し
め
た

が
、
固
よ
9
以
て
其
窮
乏
を
救
ふ
に
足
ら
す
、
是
に
於
て

武
帝
の
元
狩
四
年
に
は
盤
ビ
共
に
鐵
の
專
責
を
欝
劃
し
、



諸
郡
の
鐵
を
産
出
す
る
慮
に
は
警
官
な
る
も
の
を
澱
き
．

其
事
を
督
せ
し
め
、
鐵
官
凡
そ
四
十
郡
こ
い
ふ
○
（
文
獄
W
遮

考
謹
征
権
二
）
の
み
な
ら
す
郡
の
鐵
を
出
さ
や
る
虞
に
も

小
燈
官
を
生
き
、
故
鐵
を
改
期
せ
し
め
た
（
李
慰
書
）
o
賂

鐵
の
專
由
買
が
當
時
の
國
家
石
入
の
最
も
重
穴
．
る
項
目
の
一

で
あ
っ
た
こ
ご
は
桓
寛
の
購
鐵
論
（
本
義
）
に
「
内
塞
府
庫

塗
鞘
、
外
乏
執
五
情
用
、
…
…
…
故
興
盤
鐵
、
設
二
野
、
鐙

．
均
輸
」
ビ
あ
る
に
見
て
も
明
か
で
あ
る
。
其
後
昭
帝
の
始

元
六
年
聴
鐵
專
雄
蕊
止
の
議
の
起
つ
た
時
で
も
、
磨
止
論

者
の
論
法
こ
す
る
研
は
必
ら
す
し
も
計
れ
が
國
家
の
財
政

を
豊
に
す
る
に
足
ら
な
い
こ
い
ふ
理
由
か
ら
で
は
な
く
、

唯
「
與
民
争
利
、
散
敦
厚
之
撲
、
成
貧
鄙
之
化
」
（
盤
鐵
論

本
義
）
こ
い
ふ
逡
徳
論
ご
「
懸
官
爵
鐵
器
多
脳
悪
」
こ
と
や
、

「
其
質
器
多
膨
隆
、
善
悪
無
所
揮
、
虚
数
不
在
、
器
難
得
」

こ
ご
や
、
將
た
「
懸
軍
鼓
鋳
鐵
器
、
大
抵
多
爲
大
器
、
務
慮

工
程
、
不
給
民
用
、
民
用
鉢
弊
」
（
同
上
水
旱
）
ビ
い
ふ
が
如

き
民
問
の
不
李
ご
に
あ
っ
た
。
兎
に
角
鐵
の
骨
壷
が
國
家

　
　
　
第
七
巻
　
　
研
　
究
　
　
古
代
支
郷
の
鐵
器
に
就
い
て
（
上
）

に
於
け
る
財
源
の
最
も
主
た
る
一
で
あ
っ
た
罵
す
れ
ば
、

適
時
鐵
の
盛
に
用
ゐ
ら
れ
、
其
需
要
の
多
か
っ
た
こ
ε
は

容
易
に
推
測
し
得
ら
る
、
。
若
し
當
時
民
間
に
需
要
す
る

所
爾
ほ
甚
だ
大
で
な
か
っ
た
ざ
す
れ
ば
、
特
に
之
を
揮
ん

で
専
責
芝
す
る
筈
も
な
い
。
盤
ご
相
並
ん
で
鐵
を
專
下
し

た
の
を
見
れ
ば
、
恐
ら
く
其
民
間
に
於
け
る
需
要
の
彼
ε

殆
ん
ご
相
匹
敵
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い

術
ほ
此
に
一
言
注
意
し
て
畳
き
た
い
の
は
、
漢
の
初
に
於

て
」
既
に
四
十
郡
に
も
渉
っ
て
鐡
の
産
出
が
あ
っ
た
こ
い
ふ

の
は
、
如
何
に
も
多
い
や
う
で
あ
る
が
、
支
那
に
は
鐵
山

が
當
時
以
前
既
に
諸
彦
に
褒
見
せ
ら
れ
て
居
た
。
史
記
貨

殖
傳
に
も
「
銅
鐵
則
千
璽
往
々
山
出
、
棊
置
」
こ
も
あ
る
、

此
に
は
銅
鐵
と
併
記
す
る
か
ら
鐵
の
み
に
就
い
て
は
明
か

な
ら
ぬ
が
、
管
子
（
地
数
篇
）
に
は
一
遅
明
了
精
細
に
「
地

之
東
｝
四
二
弾
選
入
千
∴
里
、
南
北
二
“
禺
ム
ハ
千
…
塁
、
：
：
：
…
出
　
銅

之
山
四
百
六
十
七
山
．
出
鐵
之
山
三
千
六
百
九
山
」
こ
も

い
ふ
Q
濡
し
て
又
「
上
窩
丹
南
者
下
有
黄
金
、
上
有
慈
石

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
　
三
　
（
一
七
五
）



　
　
　
第
七
巻
　
　
研
　
究
　
　
古
代
支
那
の
鐵
器
に
就
い
て
（
上
）

者
、
、
下
京
銅
壷
、
上
有
陵
石
者
、
下
立
鉛
錫
赤
銅
、
上
有

算
者
下
有
付
、
夏
山
之
見
走
者
也
L
（
同
上
）
ご
も
め
り
。

足
れ
は
果
し
て
事
實
で
あ
る
か
否
を
知
ら
ぬ
が
、
蒐
に
角

鐵
山
の
研
究
は
漢
以
前
既
に
各
地
方
に
亘
っ
て
行
は
れ
た

も
の
ら
し
い
。
管
子
に
三
千
六
百
九
山
ご
計
醸
し
た
の
も

史
記
に
千
里
往
々
山
出
す
ご
い
ふ
の
も
、
必
ら
す
し
も
全

然
根
葉
な
い
こ
ε
で
は
な
か
ら
う
。
又
史
記
貨
殖
傳
に
は

諸
種
の
物
晶
に
就
き
】
ヶ
年
責
買
の
額
を
墨
げ
、
「
瀦
…
邑
大

都
酷
一
歳
…
…
…
銅
器
千
釣
、
素
太
鐵
器
若
典
章
千
石
、

：
…
：
：
御
貰
三
之
、
廉
頁
五
之
、
此
亦
比
千
乗
母
家
」
こ

も
い
ふ
。
図
れ
は
勿
論
當
時
諸
侯
の
牧
入
に
も
比
す
べ
き

少
数
の
大
望
の
こ
ご
で
あ
る
が
、
　
一
石
は
百
二
十
斤
で
あ

る
か
ら
、
千
石
は
十
二
萬
斤
で
あ
る
Q
年
々
鐵
の
十
二
萬

斤
を
も
責
買
し
た
も
の
＼
あ
っ
た
の
を
見
て
も
、
愈
以
て

早
戸
の
盛
に
民
間
に
用
ゐ
ら
れ
て
居
た
こ
ご
が
鋼
る
。

　
漢
朝
に
於
け
る
如
上
の
朕
態
は
泰
時
代
に
あ
っ
て
も
大

差
な
か
つ
だ
も
の
ご
恩
は
れ
る
。
秦
時
代
に
は
果
し
て
盤

　
　
　
　
　
　
　
第
　
二
　
器
｝
　
　
　
　
　
M
圏
　
　
（
一
七
山
ハ
）

鐵
の
專
責
を
な
し
た
か
、
或
は
輩
に
其
李
準
を
行
つ
π
か

帥
ち
之
を
安
き
に
買
っ
て
高
き
に
需
懸
る
に
止
ま
っ
た
か
は

多
少
の
疑
問
の
存
す
る
所
で
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
盤

鐵
を
以
て
國
庫
財
源
の
最
も
圭
要
な
る
も
の
ε
な
し
た
こ

ご
は
麗
な
い
。
で
漢
書
食
貨
志
に
も
「
・
戸
倉
商
鞍
之
法
、

改
帝
王
之
制
、
…
…
…
田
租
口
賦
．
臨
肌
鐵
之
利
、
二
十
倍

於
古
」
こ
も
い
ひ
、
又
細
註
に
「
如
諄
日
、
秦
費
囎
鐵
貴

故
、
下
民
受
其
困
也
、
師
寧
日
、
観
牧
田
租
、
又
田
口
賦

士
官
更
嚢
盤
餓
之
利
」
ご
．
も
あ
る
。
年
代
癖
鐵
專
責
の
翻

も
亦
恐
ら
く
恥
曝
の
法
に
彷
つ
た
も
の
ご
思
ふ
。
で
秦
代

に
も
鐵
壷
買
の
事
を
黙
す
る
野
選
の
設
も
あ
っ
た
。
史
記

太
史
公
の
薗
序
に
は
、
司
馬
遷
の
租
、
司
馬
斬
の
孫
、
昌

は
秦
圭
に
仕
え
「
爲
秦
守
髄
官
」
ご
い
ふ
。
當
時
果
し
て
幾

人
の
、
又
如
何
か
．
る
地
方
に
心
労
を
配
遣
し
た
か
は
、
史
上
，

更
ら
に
明
か
な
ら
ぬ
が
、
餓
山
の
研
在
は
管
子
に
も
記
す

が
如
く
既
に
明
か
に
世
羅
の
知
る
所
こ
な
っ
て
居
π
ε
す

れ
ば
、
漢
代
の
そ
れ
ご
大
な
る
差
違
の
な
か
ρ
た
も
の
だ



ら
う
ご
推
察
す
る
。
期
か
る
特
殊
の
官
を
設
け
、
専
壷
若

く
は
梅
壷
を
行
ふ
た
と
す
れ
ば
、
秦
時
代
餓
器
の
製
造
拝

び
に
其
需
要
の
書
く
な
か
っ
た
こ
ご
も
容
易
に
知
ら
れ

得
る
の
で
あ
る
Q
の
み
な
ら
す
史
記
貨
殖
傳
に
は
漢
以
前

に
於
け
る
鐵
を
以
て
家
を
起
し
た
も
の
、
多
々
あ
っ
た
こ

ご
を
述
べ
、
或
は
「
耶
郷
郭
縦
以
鐵
冶
成
業
、
輿
王
者
将

富
」
ど
い
ひ
、
．
或
は
「
蜀
卓
氏
之
先
、
趙
人
也
、
用
鐵
冶
富
」

ε
い
ひ
、
或
は
「
程
鄭
、
山
東
遷
虜
也
、
亦
冶
鋳
、
富
堺
重

氏
」
こ
も
い
ひ
、
其
他
「
宛
孔
氏
之
先
、
梁
人
也
、
用
鐡
難

論
業
、
…
…
…
家
蔵
富
数
千
金
」
こ
も
、
叉
「
魯
人
俗
倹
墨

画
曹
文
題
尤
甚
、
以
鐵
冶
起
、
富
混
乱
萬
」
ご
も
あ
り
。

此
等
は
何
れ
も
鐵
の
探
掘
を
な
し
た
も
の
、
討
ち
今
の
所

謂
鑛
山
師
で
あ
り
、
軍
に
鐵
器
の
責
買
を
業
こ
し
た
の
み

で
は
な
か
ら
う
ざ
思
ふ
が
、
鐵
の
需
要
が
枇
會
に
多
く
な

け
れ
ば
、
決
し
て
之
に
よ
っ
て
亘
萬
の
富
を
積
み
、
王
侯

に
も
匹
敵
す
る
こ
ご
は
出
來
な
い
筈
で
あ
る
。
叉
斯
く
多

大
の
需
要
が
あ
っ
て
こ
そ
、
國
庫
の
財
源
こ
し
て
主
要
な

　
　
　
第
七
谷
　
　
研
　
究
　
　
古
代
支
那
の
鐵
器
に
就
い
て
（
上
）

る
も
の
こ
も
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
其
鐵
の
冶
錆

を
以
て
家
を
起
し
た
も
の
、
、
諸
腫
の
地
方
に
渉
っ
て
存

し
た
こ
ざ
も
、
吾
人
の
注
意
を
要
す
る
所
で
あ
っ
て
、
「
千

里
往
々
山
出
勤
置
」
す
ご
い
ふ
言
の
決
し
て
虚
な
ら
ざ
る

こ
ざ
を
も
謹
明
す
る
も
の
こ
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
秦
以
前
に
至
っ
て
は
鐡
に
關
す
る
史
料
極
め
て
乏
し
い

の
で
あ
る
が
、
余
輩
は
此
に
戦
國
時
代
の
塗
考
資
料
ご
し

て
、
管
　
子
を
爆
げ
酸
い
ご
思
ふ
Q
勿
論
現
行
本
管
子
は
頗

る
難
平
な
る
書
で
あ
っ
て
、
四
庫
全
書
総
目
（
懇
一
百
こ

に
も
「
管
仲
之
書
艶
艶
便
是
後
之
好
事
者
所
抽
」
こ
も
い
ひ

叉
「
下
篇
非
一
人
特
筆
、
亦
非
一
時
之
書
」
ご
も
あ
り
、
管

子
…
以
後
の
事
事
も
存
す
る
所
か
ら
見
れ
ば
、
悉
く
が
管
仲

の
筆
に
成
れ
る
に
あ
ら
ざ
る
は
直
な
い
、
の
み
な
ら
す
果

し
て
管
子
自
身
の
著
は
す
所
の
あ
っ
た
か
否
も
明
か
で
な

く
、
又
今
の
本
は
全
然
劉
向
校
す
る
駈
の
本
で
も
な
い
ら

し
い
。
が
併
し
な
が
ら
少
く
ビ
も
大
膿
戦
記
時
代
前
後
の

管
子
の
學
を
奉
ず
る
も
の
、
、
其
説
を
壷
漿
敷
卒
し
た
も

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
　
五
　
（
一
七
七
）



　
　
　
第
七
奮
　
　
研
　
究
　
　
古
代
支
那
の
鐵
器
に
就
い
て
（
上
）

の
こ
見
て
大
な
る
遇
は
な
か
ら
う
か
ご
思
ふ
。
、
所
で
三
子

の
地
厚
篇
に
は
前
に
も
一
言
し
た
如
く
鐵
山
の
数
、
並
び

に
之
を
鑑
定
す
る
特
徴
を
説
き
，
同
海
王
篇
に
は
彼
有
名

な
る
盤
餓
の
税
法
を
説
ひ
て
居
る
。
即
ち
同
篇
に
は
二
世

が
何
を
以
て
國
を
治
め
ん
こ
問
へ
る
に
擬
し
、
「
惟
官
山
海
．

爲
可
耳
」
こ
い
ふ
、
海
ご
は
穿
ち
海
櫨
に
挽
す
る
を
い
ひ
、

山
ご
は
鐡
に
税
す
る
の
で
あ
る
。
禰
し
て
鐡
に
税
す
る
法

は
、
餓
の
如
き
も
の
に
は
十
の
一
を
、
刀
の
類
に
は
十
の

六
、
満
管
杯
の
農
具
類
に
は
十
の
七
を
租
税
こ
し
て
附
加

す
る
の
で
あ
る
Q
管
仲
が
果
し
て
此
法
を
以
て
齋
國
に
施

し
た
か
否
は
容
易
に
断
言
し
得
な
い
が
、
兎
に
角
彼
は
冨

國
彊
兵
の
法
を
講
じ
、
桓
公
を
し
て
遽
に
諸
侠
を
糾
含
し

て
．
天
下
に
覇
を
耀
え
し
む
る
に
至
つ
だ
の
で
あ
る
か
ら
、

何
等
か
斯
の
如
き
経
濟
策
を
按
寓
し
な
か
っ
た
こ
も
限
ら

ぬ
。
假
倉
ひ
、
又
図
れ
が
管
仲
の
齊
國
に
實
行
し
た
所
で

な
か
っ
た
こ
し
て
も
、
少
く
こ
も
戦
國
時
代
の
管
仲
の
徒

は
之
を
以
て
富
國
の
術
、
強
兵
の
墓
ご
考
へ
π
こ
ご
、
信

　
　
　
　
　
　
　
第
二
．
號
　
　
　
　
　
山
ハ
　
（
一
七
入
）

す
る
若
し
果
し
て
然
b
ご
す
れ
ば
鐡
器
が
當
時
に
あ
っ
て

も
既
に
盛
に
田
用
の
器
具
こ
し
て
製
造
せ
ら
れ
て
居
た
こ

ご
は
疑
を
罹
る
べ
か
ら
ざ
る
の
で
あ
る
。
術
ほ
之
ご
併
せ

考
ふ
べ
き
こ
ご
は
、
前
か
ら
華
々
、
引
用
し
だ
史
記
貨
殖

傳
に
「
碕
頓
用
盤
前
記
」
ε
あ
る
こ
ビ
で
あ
る
。
而
し
て
註

に
は
孔
叢
子
を
引
き
、
頓
は
魯
の
窮
屈
で
あ
っ
だ
が
、
張

公
の
富
め
る
を
聞
き
、
往
み
て
其
術
を
問
ひ
、
遽
に
富
、

王
公
に
擬
す
る
に
至
っ
た
こ
あ
る
。
而
し
て
所
謂
朱
公
ご

は
史
記
の
前
交
に
慷
れ
ば
、
覇
王
勾
践
ざ
時
を
同
じ
く
し
、

越
王
は
彼
の
計
に
よ
っ
て
富
國
強
兵
の
法
を
策
し
、
途
に

會
稽
の
恥
を
雪
ぐ
を
得
た
萢
蓋
計
然
算
入
で
あ
る
こ
い
ふ

若
し
此
樽
説
が
誤
ら
す
ざ
す
れ
ば
越
王
勾
践
の
時
代
、
鶴

ち
載
國
以
前
（
紀
元
前
五
百
年
代
）
既
に
鐵
の
需
要
の
可
な

り
に
存
し
た
こ
ご
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
戦
国
時
代
鐵

山
の
研
究
や
、
叉
之
を
以
て
書
家
財
源
の
主
要
な
る
も
の

こ
な
し
淀
の
も
必
ら
す
し
も
怪
し
む
に
足
ら
諏
。

　
更
ら
に
渕
っ
て
古
虹
ハ
を
倫
…
す
れ
ば
書
経
の
禺
貢
に
は
適



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

梁
州
よ
り
貢
す
る
所
こ
し
て
、
「
聖
心
謬
鐵
一
銭
警
馨
」
ご

あ
り
、
此
に
鐵
を
以
て
其
貢
物
の
一
ご
し
て
あ
る
。
の
み

な
ら
す
鍛
ε
は
鄭
註
に
は
「
茅
垣
鐵
也
」
ε
あ
り
、
疏
に
も

「
鍍
者
詰
軍
刻
鍍
、
故
爲
剛
鐵
也
」
こ
い
ふ
。
説
文
鍛
字
の

下
に
も
同
じ
く
「
墨
黒
也
、
可
漏
刻
鍍
」
ご
あ
り
、
又
其
註

に
は
爾
ほ
明
か
に
「
餓
本
剛
鐵
名
、
剛
鐵
可
受
鋳
刻
、
故
鋸

刻
亦
日
鍛
」
ご
青
し
て
あ
る
。
後
世
で
は
金
石
何
れ
に
も

通
じ
て
銭
字
を
用
ゐ
、
例
云
へ
ば
墨
子
（
天
難
中
）
に
「
銀

之
金
石
、
琢
餅
盤
嫁
し
ε
い
ふ
が
如
一
で
あ
る
か
ら
、
同

書
（
七
患
）
に
「
作
意
銭
以
心
身
服
」
こ
い
ひ
、
叉
は
「
飾
車

以
文
釆
、
飾
舟
一
刻
鍛
」
ご
い
ふ
が
如
き
も
、
果
し
て
剛

餓
の
意
義
で
あ
る
が
、
將
た
慶
一
金
石
を
通
じ
て
之
を
用

み
た
も
の
か
は
明
か
で
な
い
が
湘
兎
を
角
本
雍
の
意
義
が

剛
餓
で
あ
っ
た
こ
す
れ
ば
、
鍛
は
墨
子
製
作
時
代
以
前
、

既
に
世
入
の
知
る
所
で
あ
り
、
當
時
に
は
最
早
や
本
來
の

意
義
か
ら
縛
じ
て
第
二
義
に
用
ゐ
ら
れ
て
居
た
こ
ご
を
熱

す
る
も
の
こ
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
滋
。
元
仁
弊
履
な
る
も

　
　
　
第
七
巻
　
　
，
研
　
究
　
　
古
代
支
那
の
鐵
器
に
就
い
て
（
上
）

の
は
、
假
命
ひ
記
録
は
な
か
っ
た
こ
し
て
も
、
果
し
て
夏

時
代
か
ら
の
何
等
か
傳
説
の
存
し
た
も
の
か
、
或
は
後
世

之
を
推
忘
し
て
書
い
た
も
の
か
頗
る
不
明
で
あ
る
が
、
兎

に
角
邊
く
も
孔
子
以
前
に
は
存
在
し
て
居
た
も
の
だ
ら
う

ε
想
像
す
る
。
而
し
て
叉
此
等
の
書
は
先
づ
以
て
現
存
す

る
支
那
最
古
の
交
獄
の
川
ご
し
て
も
差
支
な
い
も
の
で
は

な
か
ら
う
か
ざ
も
思
ふ
、
若
し
果
し
て
蘇
り
こ
す
れ
ば
鐵

の
支
那
人
に
知
ら
れ
だ
の
は
、
粗
く
周
の
中
葉
（
師
ち
西

暦
紀
元
ぬ
剛
五
⊥
ハ
世
紀
）
若
く
は
其
事
晶
剛
か
ら
で
あ
っ
た
ご

推
察
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
す
既
に
之
に
刻
鑓

し
た
も
の
も
あ
っ
た
こ
す
れ
ば
、
何
等
か
の
装
飾
若
く
は

器
且
ハ
に
用
み
て
居
だ
こ
ε
も
容
易
に
想
像
す
る
こ
ε
が
出
　

來
る
。

　
書
経
の
繭
文
ご
併
せ
考
ふ
べ
き
は
、
詩
経
秦
風
に
載
す

の
「
駅
鐵
孔
阜
六
堕
在
牛
」
の
詩
で
あ
る
。
此
鐡
の
字
は
後

世
馬
に
以
び
臓
に
作
り
が
、
古
は
金
に
双
ん
だ
ご
い
ふ
、

何
れ
に
し
て
も
疏
に
は
「
駿
者
言
其
色
黒
互
市
」
ご
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
　
七
　
（
哨
七
九
）



　
　
　
第
七
巻
　
　
研
　
究
　
　
古
代
支
那
の
鍵
藩
に
就
い
て
（
上
）

ら
、
馬
の
毛
色
の
黒
き
を
鐵
に
比
し
た
も
の
た
る
は
疑
を

容
れ
澱
。
而
し
て
既
に
鐵
を
以
て
馬
の
毛
色
に
比
す
る
を

以
て
見
れ
ば
、
當
時
鐵
の
世
入
に
能
く
知
ら
れ
居
た
．
こ
ご

も
明
か
で
あ
る
G
爾
ほ
此
、
詩
は
「
美
麗
公
也
」
蓬
あ
っ
て
、
周

の
立
破
時
代
、
秦
の
裏
公
が
西
戎
犬
戎
等
の
周
に
侵
入
し

た
に
蜀
し
、
周
を
救
ひ
、
力
戦
功
あ
っ
た
の
て
始
め
て
諸

侯
に
封
せ
ら
れ
た
（
吏
記
秦
本
紀
）
其
時
の
田
猿
の
朕
態
を

啄
じ
た
も
の
こ
い
ふ
。
若
し
此
詩
の
解
繹
が
誤
ら
す
ご
す

れ
ば
、
褻
公
時
代
部
ち
紀
元
前
入
世
紀
、
鐵
は
既
に
支
那

入
の
間
に
普
蓮
に
知
ら
れ
居
淀
こ
ご
が
割
る
。
而
し
て
民

間
普
通
に
知
ら
れ
居
た
ご
す
れ
ば
、
鐵
は
寳
石
類
ご
其
性

質
を
異
に
す
る
か
ら
、
軍
に
奇
翫
こ
し
て
“
は
な
く
、
何

等
か
器
物
に
慮
用
し
て
居
た
ε
推
測
す
る
の
は
必
ら
す
し

も
理
由
な
い
こ
ご
で
は
な
か
ら
う
。

　
以
上
論
ず
る
所
に
よ
っ
て
之
を
槻
ね
ば
、
鐵
器
は
世
人

の
一
般
に
想
像
す
る
よ
り
も
割
合
に
早
く
支
那
人
の
錆
覆

す
る
所
で
あ
b
、
青
鋼
器
の
樹
ほ
盛
に
造
ら
れ
淀
時
に
あ

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　

入
（
…
入
○
）

つ
て
も
、
池
方
に
は
之
ど
縮
並
ん
で
鐡
の
用
ゐ
ら
れ
て

居
た
こ
ご
が
盛
る
Q
而
し
て
鐵
の
倉
見
は
支
那
に
於
け
る

最
古
の
文
獄
に
す
ら
も
既
に
顯
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
か

ら
、
支
那
に
於
け
る
鐵
の
使
用
は
先
づ
歴
奥
時
代
の
初
か

ら
創
ま
っ
た
こ
い
つ
で
、
も
露
な
る
不
都
舎
は
な
か
ら
う
ご

思
ふ
。


